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問い合わせ
〇ながはま市民活動センター
 長浜市役所〈本庁３階〉
 平日  ８時３０分～１７時１５分
 〒５２６-８５０１　八幡東町６３２

〇北部サテライトセンター
 きのもと交遊館
 水・日曜日  ９時～２１時
 〒５２９-０４２５　木之本町木之本１１１８

　 ６５-６５２５
　 katsudou@city.nagahama.lg.jp

vol.12　　　　　　　　　　　　　　
平成29年

月3　　　　　

こんな活動してます！ NPO法人湖北有害鳥獣対策協議会

　シカやイノシシが田畑を荒らすなどの獣害は、市内山間地での深
刻な課題。こうしたなか、有害動物の生態調査やパトロール、駆除
を通じて、地域の自然環境を守っていこうと市内の狩猟従事者で結
成したのが同協議会です。
　単に駆除するだけでなく地域資源としての活用も目標のひとつ。
狩猟で得た天然の野生鳥獣の食肉はフランスではジビエと呼ばれ、
高級食材で知られていることから、長浜産ジビエとして価値を高め
ようと、加工施設の設置や流通経路の確保も構想しています。
　平成27年からは毎年「野生獣の命をいただく感謝の集い」を開催。
愛好家がいる一方で、苦手意識をもつ人も少なくないシカやイノシ
シ肉のおいしさを知ってもらいたいと、焼肉やカレーなど多様な料
理を提供。また自然のめぐみに感謝する意味を込めて、シカの解体
の見学・体験ができます。
　毎年100人超の来場者でにぎわう人気ぶりで、なかには市内に飲
食店を構える若手料理人も。こうした若い世代が会の活動に興味を
もち続々と入会し、現在会員は20～70代の32人。猟経験の長い先
輩メンバーが知識や技術を伝授するなど、後継者育成も活発になっ
ています。

【結　成】平成23年
随時加入者募集。猟の免許がなくても可。
 ■問 林 (☎080-3833-1610)

お気軽に相談ください！
　市民活動センターが発足して間もな
く1年がたとうとしています。「市民の
活動を応援する」場として、3人のコー
ディネーターが駐在。まちづくり、地
域づくり協議会等市民活動に関わる
人々から、各々の取り組みについての
相談や問い合わせに応対しています。
　平成28年度に寄せられた相談は、
378件(平成29年1月末日現在)。実際の
内容と対応の一部を紹介します。

〈事例１〉「一般社団法人化するに
あたっての手続き等について教えて
ほしい」→情報の提供。NPO等他の
法人組織との違いについても説明。
〈事例２〉「長浜に暮らす外国人と
地域住民とが交流できるような夏祭
りをしたい。企画の進め方について
相談したい」→地元自治会との調整
の提案等。
〈事例３〉「自分達の活動の年度計
画を立てるにあたってのアドバイス
がほしい」→実際の計画会議に参加、
調整役として意見集約。

　「こんなこと相談しても大丈夫かな？」
「何を相談したらいいのかさえわから
ない」といったことでもお気軽に問い
合わせください。電話での相談でも大
丈夫です。コーディネーターが不在の
ときがありますので、あらかじめご連
絡ください。

　 ▲気軽な雰囲気で相談できます

  市民交流ロビーで
  市民団体の取り組み紹介
 広報ながはまに連載するセンターだよ
りの人気コーナー「こんな活動してま
す！」。このコーナーでは市内の多様な
市民団体を取り上げ、その活動内容を
紹介しています。「こんなグループがあ
るのは知らなかった」「自分たちの取り
組みをPRできてうれしい」など、関心
を集める注目のコーナーです。

市民活動に関する作業や打ち合わせなどにご利用ください！

平成28年に滋賀県では初の登録となる、環境省認定鳥獣捕獲等
事業者を取得。平成29年度からは猟期に関わらず１年を通じた
有害駆除への取り組みを始める予定

　これまでに掲載した団体紹介を一堂
に集めた展示を、市役所本庁舎1階市民
交流ロビーにて行います。紙面では紹
介できなかった、取り組みの様子を伝
える写真なども追加の予定です。
　市民活動センターとしての取り組み
内容なども併せて展示予定ですのでぜ
ひ来庁ください。

【展示期間】4月17日(月)～28日(金)
　　　　　   ８時30分～17時15分
　　　　　   ※平日のみ。

　 ▲本庁舎3階の市民活動センターでも、昨
　　 年5月15日号～10月15日号掲載団体を
　　 パネル展示で紹介しています


